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社会福祉法人 敬信福祉会 

事業運営の基本方針 

 

１．法人のガバナンスの強化、事業経営の透明性の向上、財務規律の強化、社会貢 

 献事業等地域における公益的な取組の充実に努めます。 

２．ご利用者の意思や人格を尊重し、良質なサービス提供に努めます。 

３．日々の業務改善課題等の月間目標を設定し、全部署で達成に向けた取り組みの 

 徹底を促します。 

４．感染症法５類移行後も新型コロナウイルス及びインフルエンザ感染者の増加傾 

 向が続くなか、引き続き感染症対策に万全を期します。 

５．令和６年能登半島地震の発生や各地で地震が多発するなか、南海トラフ地震等 

 の発生が危惧されています。また、線状降水帯等による被害も相次ぐなか、非常 

 災害対策計画およびＢＣＰ計画（事業継続計画書）に基づき、職員の防災教育の 

 徹底と的確・迅速な対応が行える防災体制の構築に努めます。 

 

【１】特別養護老人ホーム 

 

１．ご入所者のニーズを尊重した食事・排泄・入浴等の最適なサービス提供に努め 

 るとともに、入所者と家族からの相談・苦情・要望には懇切丁寧に対応し問題点 

 の改善に努めます。 

２．新型コロナウイルス・インルエンザ・ＲＳウイルス等の感染症に備え、引き続

き感染予防対策の徹底に努めます。 

３．各種委員会活動を効果的に展開し、日常業務の分析・改善と合わせ職員のモチ 

 ベーション向上の実現に努めます。 

４．管理医師・機能訓練指導員・看護師・介護職員等の多職種協同による個別機能 

 訓練（生活リハ）を推進し、本人・家族が求める目標を達成するための環境整備 

 に努めます。 

５．施設・設備の中長期的な修繕・補修を行い、快適かつ安全な施設環境の維持に 

 努めます。 

６．ＩＣＴ、介護ロボット等を活用し、ご入所者及び介護職員の負担軽減に努めま 

 す。 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

【２】短期入所生活介護事業所 

 

１．ご家族の介護疲れや急用時の利用等も含め、短期入所のメリットについて積極 

 的にＰＲし、利用者の利便性向上と利用率の向上をめざします。 

２．新型コロナウイルス感染防止の観点から、新規利用予定者に抗原キット検査を 

 実施するとともに、受入側の職員の感染防止を徹底し安心・安全なショートステ 

 イ環境の確保に努めます。 

３．引き続き、市内や隣接する四條畷市・奈良県生駒市の居宅介護支援事業所をは 

 じめ、地域住民の状況に精通した民生児童委員宅を訪問し、当事業所サービスに 

 ついての説明と希望される方のご紹介を依頼するなど、利用促進と潜在ニーズの 

 掘り起こしに努めます。 

  

 【３】通所介護事業所 

 

１．ご利用者・ご家族の意向を踏まえた適切なサービス提供に努めます。 

２．新型コロナウイルス第５類分類以降、利用率の回復に至っていませんが、居宅 

 介護支援事業所を含めた情報発信を通して、利用者の増加に努めます。 

３．利用者の趣味や興味に沿った個別レクリエーション（フェルト手芸、ドライフ 

 ラワー作り、将棋、麻雀、クリスマスリース作り、塗り絵等）を実施するととも 

 に、日常動作訓練を積極的に実施します。 

４．ご利用中の様子や健康管理などを記した連絡ノートを通じ、体調や留意点など 

 の情報をご家族と共有し在宅生活を維持するための支援に努めます。 

５．一般浴槽やライナーリフト等を活用した安全・快適な入浴サービスの提供や、 

 季節感を積極的に採り入れた食事提供、利用者向けの配食サービス（オレンジミ 

 ール）などを通じた、事業所の魅力創造に努めます。 

６．機能訓練指導員によるリハビリテーションの実施を通じて、利用者のＡＤＬの 

 維持・向上に努めます。 

 

【４】ケアプランセンター 

 

１．ご利用者・ご家族の意向に沿った的確なケアプラン作成に努めるとともに定期 

 的な訪問を通じて、ご利用者・ご家族との連携・信頼関係の醸成に努めます。 

２．サービス担当者会議を通じた専門的なチームケア体制の充実を図ります。 

３．専門知識および資質の向上を目的に、各種研修会や会議に積極的に参加すると 

 ともに、他事業者への法人事業の情報発信に努めます。 
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４．新たな利用者に対応するため、関係行政機関・介護事業者・病院等からの情報 

 収集活動を強化し信頼関係の構築に努めます。 

 また、法人内各種サービスの利用促進を図るため、各担当者と一緒に民生委員 

児童委員宅の訪問などに取り組みます。 

５．気軽に相談できる環境整備に努めるとともに、広報活動に力点を置いた取り組 

 みを積極的に進めます。 

 

【５】ヘルパーステーション 

 

１．サービス計画に基づいた身体介護・生活援助を丁寧かつ適正に行います。 

２．サービス提供に関して、居宅介護事業者が開催するサービス担当者会議を通じ 

 て、ご利用者の心身の状況や環境変化、医療サービス受給状況等を把握し、常に 

 適切なサービス提供に努めます。 

３．感染防止の観点から、サービス開始前の体調チェックの徹底や、サービス提供 

 中の感染予防対策の徹底に努めます。 

 

【６】グループホーム 

グループホームあいの里きらら       (9名×2ユニット) 

グループホームあいの里すばる       (9名×1ユニット) 

認知症デイサービスあいの里きらら     (定員 6名) 

短期利用型グループホームあいの里きらら  (1名×2ユニット) 

 

１．認知症状の進行を緩和し、安心して日常生活が送れるよう、心身の状況を踏ま 

 えた適切な支援に努めます。 

２．新型コロナウイルス等の感染に備え、日常的に職員の感染予防対策を徹底する 

 とともに各フロアーの清潔保持・消毒の徹底に努めます。 

３．ご入居者の嗜好・興味の実現に向け、引き続き園芸レク、お菓子レク、季節の 

 イベント、寿司イベント等に取り組みます。 

４．認知症デイサービス・短期利用型サービスの利用ニーズは高いと思われること 

 から、抗原キットによる安全確認をお願いしたうえで、安心・安全なサービス提 

 供に努めます。 

５．平素から火災等の災害に備えた体制構築に努めます。 

 

【７】小規模多機能ホーム(ポラリス) 
 

現在休止中ですが、一日も早い再開に努めます。 
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【８】ケアハウス 

 

１．ご入居者の嗜好や健康状態に合った食事の提供や、ラジオ体操・健康体操等を 

 積極的に採り入れ、健康の維持・増進に努めます。 

２．ご入居者の心身の状態の把握に努めます。 

３．ご入居者の防災意識の涵養に努め、安全管理を徹底します。 

４．お茶会や健康体操、定期的なお買い物、お花見などの取り組みに加え、前年度

より引き続き昼食タイムや午後のひとときを活用したミニパーティー（たこ焼き

食べ放題、白玉ぜんざい、ギョーザ、カフェイベント）を開催し、入居者の意欲

増進の機会創出に努めます。 

   

【９】医務・保健 

 

１．管理医師が毎週火・水・土曜日に、特別養護老人ホーム、グループホーム、ケ 

 アハウスの診察・治療等の健康管理を行うとともに、入所者等の胸部エックス線 

 検査を年１回実施しています。 

２．また、感染予防の観点から、熱発または感染疑いのあるご入所者には、管理医 

 師の指示に基づき迅速に検査を実施し、判定結果に基づいた感染拡大防止策を講 

 じます。 

３．新規のご入所者・ご利用者に関する必要な情報収集を適切に行い、必要に応じ 

 た的確な医療的ケアの提供に努めます。 

４．管理医師・管理栄養士・看護職員・介護支援専門員・介護職員が密接に連携し 

 個々の栄養状態の改善等の栄養マネジメントを徹底します。 

５．在宅生活の維持を目的とした居宅療養管理指導の拡充に努めます。 

 

【10】給食栄養管理 

 

１．日々の食事観察をもとにご利用者の状態把握に努めるとともに、毎月の栄養モニ 

 タリング、アセスメントを行います。 

２．他職種協働での話し合いや管理医師との相談を踏まえて食形態・食事内容を検討 

 し、適切な栄養ケアプランの作成・見直しを行います。 

３．咀嚼機能や嚥下機能に課題のある方への経口移行・経口維持に取り組み、疾病の 

 進行緩和のための療養食の提供に努めます。 

４．入院・退所時には、栄養サマリー（施設独自）を作成・提供することにより情報 

 共有に努めます。 
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５．旬の食材を用いた季節感溢れるメニューや、入所者の馴染みのある郷土料理の定 

 期的な提供に努めます。 

６．給食業務委託会社に対して、衛生管理を徹底するとともに、食中毒・感染症対策 

 を徹底します。 

７．配食弁当（オレンジミール）の提供先の拡大を検討します。 

 

【11】令和６年度 研修計画 

 

 研 修 

４月 初任研修（初任者・採用者）、人事考課制度説明 

６月 

褥瘡研修    （１回目：法定） 

感染症研修   （１回目：法定） 

非常災害対策研修（法定） 

避難誘導訓練  （法定） 

消防避難訓練  （１回目：法定） 

７月 救急救命講習（大東四條畷消防本部） 

９月 

感染症研修   （２回目：法定） 

虐待研修    （１回目：法定） 

身体拘束研修  （１回目：法定） 

事故防止研修  （１回目：法定） 

１２月 

人権研修    （法定） 

虐待研修    （２回目：法定） 

身体拘束研修  （２回目：法定） 

事故防止研修 （２回目：法定） 

２月 認知症研修 

３月 消防避難訓練（２回目、通報訓練含：法定） 

  ＜その他の研修＞ 接遇研修（隔月） 

           研修プロジェクトチーム（月１回） 

 

＜各種委員会・会議＞ 

  全部署会議     月１回      経営戦略会議  月１回 

    給食会議      月１回       感染症対策会議 ３か月に１回  

    事故対策委員会   随時（都度）    褥瘡対策委員会 ３か月に１回 

    身体拘束廃止委員会 ３か月に１回 

     

■令和６年度の取り組みの重点事項 

   研修活動の充実に取り組んでいますが、より効果的・実践的な委員会・研修 

  会を実現するため、多職種の職員協同で取り組みます。  
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【12】年間行事予定表 

 
特養・短期入所 ケアハウス 通 所 地域密着型 

４月 

お花見 

お茶会 

誕生会 

お花見 

お茶会 

お買い物デー 

お茶会、誕生会 

お花見 

こいのぼり作り 

お茶会、お花見 

誕生会 

５月 誕生会 お買い物デー 誕生会 
端午の節句 

誕生会 

６月 
誕生会 

消防避難訓練 

お茶会 

お買い物デー 

消防避難訓練 

お茶会 

誕生会 

消防避難訓練 

誕生会 

消防避難訓練 

７月 
夏祭り 

誕生会 

夏祭り 

お茶会 

お買い物デー 

夏祭り 

七夕飾り作り 

誕生会 

お茶会 

夏祭り 

七夕まつり 

誕生会 

８月 
地蔵盆 

誕生会 

お茶会 

地蔵盆 

スイカ割 

お買い物デー 

地蔵盆 

誕生会 

スイカ割 

地蔵盆 

誕生会 

９月 
敬老会 

誕生会 

敬老会 

お買い物デー 

敬老会 

誕生会 

敬老会 

誕生会 

１０月 誕生会 

お茶会 

遠足 

お買い物デー 

誕生会 

遠足 

お茶会 

誕生会 

１１月 
ハロウィンイベント 

誕生会 

ハロウィンパーティ 

紅葉狩り 

お買い物デー 

ハロウィンイベント 

誕生会 

紅葉狩り 

ハロウィンイベント 

誕生会 

１２月 

クリスマス会 

誕生会、お茶会 

入所者Ｘ線健診 

餅つき大会 

お茶会 

クリスマス会 

入居者Ｘ線健診 

お買い物デー 

お茶会 

クリスマス飾り作り 

クリスマス会 

誕生会 

クリスマス会 

誕生会 

入居者Ｘ線健診 

１月 
初詣 

誕生会 

初詣 

お茶会 

お買い物デー 

書初め 

誕生会 

お茶会 

初詣 

誕生会 

２月 
節分豆まき 

誕生会 
お買い物デー 

節分豆まき 

誕生会 

ひな飾り作り 

節分豆まき 

誕生会 

３月 

ひな祭り 

誕生会 

消防避難訓練 

ひな祭り 

消防避難訓練 

お買い物デー 

ひな祭り 

誕生会 

消防避難訓練 

ひな祭り 

誕生会 

消防避難訓練 

              ※その他 おやつレク、季節のイベント等随時実施 


